
クーリング・オフ等消費生活相談専用窓口について

■ 県県の窓口（くらしの安全安心課消費生活・計量担当）

佐賀市天神三丁目２－１１ アバンセ３階

相談専用ダイヤル０９５２－２４－０９９９

月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）を除く毎日、相談を受け付けています。

土・日・祝日も受け付けます。

■ 市市役所・町役場の窓口

【市役所・町役場】 【担当課・相談日】 【電話番号】

神埼市役所 産業課 毎週火曜日 ５２－１１１１

千代田総合支所 産業課 第３金曜日 ４４－２１１１

脊振総合支所 産業課 ５９－２１１１

吉野ヶ里町役場三田川庁舎 商工観光課 第１・３木曜日 ５３－１１１１

吉野ヶ里町役場東脊振庁舎 商工観光課 第２・４木曜日 ５２－５１１１

佐賀市三瀬村 総務課（市民サービス課） ５６－２１１１

 ※消費者トラブルに関するご相談は、県又は市町村の消費生活相談窓口へ！   


